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中国における移転価格税制について 

 

 中国における移転価格税制に関する 2009 年度の追徴

金額は、2008 年度比 68.5％増の約 20.9 億人民元に達す

るなど、中国税務当局が移転価格課税の対応を強化して

います。2010 年 7 月 12 日付通達国税函[2010]323 号によ

り、独立企業間価格に関する価格算定文書のサンプルが

過年度に遡って収集されて実態調査が進むことにより、今

後、更なる課税強化が予想されます。そこで、今回の

ニューズレターでは、中国における移転価格税制につい

て、日本の制度と比較しつつ、ご紹介します。 

 

1. 移転価格税制について 

 

 移転価格税制とは、一般的には、ある国の法人とその国

外関連者との間の取引の対価の額が、独立した第三者間

であれば取引されるであろう価格(独立企業間価格)と異な

ることにより、ある国の法人の所得金額が減少することに

なる場合に、国外関連者との取引価格を独立企業間価格

で行ったものとして所得金額を計算し直し課税する制度で

す。中国では企業所得税法 41 条等、日本では租税特別

措置法(以下｢租特法｣)66 条の 4 第 1 項等に規定されてい

ます。 

 

 日本が移転価格税制を導入したのは 1986 年ですが、中

国が導入したのは 1991 年であり、日中で導入された時期

に大きな差はありません。 

 

2. 対象となる取引 

 

 日本では、移転価格税制の適用対象となる取引は、資産

の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(租特法

66 条の 4 第 1 項)とされています。 

 

 中国では、移転価格税制の適用対象となる取引は、有形

資産の売買、譲渡及び使用、無形資産の譲渡及び使用、

融資並びに役務提供です(特別納税調整実施弁法(試

行)(以下単に｢弁法｣)10 条)。 

 

3. ｢関連者｣と｢国外関連者｣との比較 

 

 中国では、｢関連者｣とは、企業と関連関係を有する企

業、その他の組織、あるいは個人を指すとされています(企

業所得税法実施条例(以下単に｢条例｣)109 条)。 

 

 この関連関係について定めた弁法 9 条の規定によりま

すと、例えば、一方が直接若しくは間接的に所有する他方

の持分が合計 25％以上に達した場合(同条(1))、一方と他

方(独立金融機関を除く)の間の貸付金が一方の払込資本

金の 50％以上を占める場合(同条(2))、一方の董事会を支

配できる董事会構成員(原文では｢董事会高级成员｣)が少

なくとも 1 名、他方より任命されている場合(同条(3))又は

一方の生産経営活動が他方から提供される工業所有権、

技術ノウハウ等の特許権に依存しなければならない場合

(同条(5))には、関連関係を有することとなります。 

 

 こうした中国の｢関連者｣を、日本の｢国外関連者｣(租特

法 66 条の 4 第 1 項)と比較した場合、以下の点が差異と

して指摘できます。 

 

 第一に、中国では、｢関連者｣が国外企業であることは要

求されず、中国企業であっても｢関連者｣と認定される可能

性があります。このため、中国企業間の取引にも移転価格

税制の適用がありうる点が、日本との大きな違いです１。 

 

 第二に、中国では、｢関連者｣を判断する資本基準が

25％であり、日本で｢国外関連者｣を判断する資本基準で

ある｢百分の五十｣(租特法 66 条の 4 第 1 項)と比べ、基準

値が低く設定されているので、より多くの企業が｢関連者｣

と認定されることになります。 

 

 第三に、中国では、董事会を支配できる董事会構成員を

任命する、生産活動が他方から提供される工業所有権、
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技術ノウハウ等の特許権に依存する等といった資本基準

以外の実質的な基準が日本と比べて多く、かつ、これらの

実質的な基準が日本と比べて重視されています。さらに、

弁法 9 条(8)には｢一方が他方の生産経営、取引を実質的

に支配している場合又は双方がその他の利益上の関係に

ある場合｣といった包括的規定があり、税務当局の裁量に

より｢関連者｣と認定されるリスクがあると言わざるを得ませ

ん。 

 

4. 独立企業間価格の算定方法 

 

 日本では、独立価格比準法、再販売価格基準法、原価

基準法が独立企業間価格の基本算定方法とされており(い

わゆる基本三法、租特法 66 条の 4 第 2 項 1 号イ～ハ)、

これら基本三法が、取引単位営業利益法、利益分割法な

ど政令で定める計算方法に優先するとされています(同条

項 1 号二、租特法施行令 39 条の 12 第 8 項)２。 

 

 これに対し中国では、独立価格比準法、再販売価格基準

法、原価基準法、取引単位営業利益法、利益分割法の 5

つの方法が並列的に独立企業間価格の基本算定方法とさ

れています(いわゆる基本五法、条例 111 条)。 

 

5. 遡及期間 

 

 日本では、移転価格税制の適用については、更正・決定

等の除斥期間は 6 年間とされています(租特法 66 条の 4

第 15 項)。 

 

 これに対し中国では、税務当局により移転価格調整を受

けうる期間は、原則 3 年間とされていますが、特殊な状況

にある場合には、10 年間に延長されます(税収徴収管理

法実施細則 56 条)。 

 

 このように中国では、遡及期間が長いため、一たび移転

価格税制の適用を受ければ、追徴金額及び利息が多額に

上る危険性があります。 

 

6. 同時文書の準備 

 

 日本では、平成 22 年度税制改正により、移転価格調査

における納税者の協力が得られない場合の推定課税規定

において、税務当局が提出又は提示を求める書類が明確

化されました(租特法 66 条の 4 第 6 項、租特法施行規則

22 条の 10 第 1 項)。 

 

 中国でも、企業は税務当局の要求があった場合、関連者

取引についての同時文書を提出しなければならないとされ

ています(弁法 13 条)。同時文書とは、移転価格調査の際

に企業が提出すべき関連資料のうち、関連者取引に関わ

る価格、費用の決定基準、計算方法等を説明した文書を

いいます(企業所得税法 43 条、条例 114 条)。｢同時｣と

は、税務申告書提出と当該文書作成が同時という意味で
３ 、同時文書を税務申告書と同時に税務当局に提出する

必要まではありません。同時文書の具体的内容について

は、弁法 14 条が規定しており、組織構造、生産経営状

況、関連者取引の状況、比較性の分析並びに移転価格算

定方法の選定及び使用を含むこととされています。 

 

 中国は、同時文書の準備に対し、優遇措置を設けていま

す。具体的には、移転価格税制の適用を受けた場合、企

業は、追徴する税額に、人民元貸付基準利率に 5％を加

算した分の利息を付して支払うこととされていますが、移転

価格調査の際、同時文書等の資料を提出できる企業に対

しては 5％の加算分が免除されます(条例 121、122 条)。 

 

 中国税務当局は 2010 年 7 月 12 日付通達国税函

[2010]323 号により、全国の管轄税務局に対し、2008 年

度、2009 年度を対象として、同時文書の準備・作成義務が

ある企業が作成した同時文書の実態調査を行うよう指示

し、これらの企業の一部に対して同時文書の提出が要請さ

れました。同時文書の集積により企業の実態調査が進ん

だ後には、移転価格税制の適用が強化されることが予想

されます。 

 

7. 調査対象 

 

 日本では、｢移転価格事務運営要領の制定について(事

務運営指針)｣第 2 章が調査につき一定の指針を示してい

ますが、移転価格調査の対象となるべき企業の類型は明

示されていません。 

 

 これに対し中国では、弁法 29 条が、以下の企業を重点

調査対象とすべき企業として明示している点に特色があり

ます。 

 

① 関連者取引の金額が比較的大きい企業又は関連者

取引の類型が多い企業 

② 長期的に欠損状態にある企業、利益が微少な企業

又は利益の変動が激しい企業 

③ 同業界の利益水準より低い企業
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④ 利益水準がその担う機能とリスクに明らかに合致し

ない企業 

⑤ タックス・ヘイブンにある関連者と取引がある企業 

⑥ 規定に従って関連者取引の申告を行っていない企業

又は同時文書を準備していない企業 

⑦ 明らかに独立企業間原則に反しているその他の企業 

 

8. 中国における移転価格税制に対する納税者の対応

策 

 

 中国における移転価格税制に対する納税者の対応策と

して、以下の手段が考えられます。 

 

(1) 同時文書の準備 

 移転価格調査対応として有効な手段は、関連者間の取

引形態や価格算定方法などにつき、規定に沿って同時文

書を準備し、独立企業間価格に適合することを立証できる

よう準備することです。また、上記 6 のとおり移転価格税制

の適用を受けた場合の利息を減少させることが可能です。

もっとも、同時文書を詳細に準備すれば多額の費用がか

かるため、どこまで準備すべきか、移転価格税制の適用を

受けるリスクとの関係で問題の残るところです。 

 

(2) 重点調査対象とすべき企業 

 弁法 29 条が重点調査対象とすべき企業を明示している

以上、同条が列挙する企業に該当しないよう注意すること

が必要です。特に、関連者取引の金額が比較的大きい企

業、長期的に欠損状態にある企業、タックス・ヘイブンにあ

る関連者と取引がある企業等は注意が必要です。長期的

に欠損状態にある場合、可能であれば黒字化を目指す等

対策を講じるべきです。 

 

(3) 事前確認制度(APA)の活用 

 移転価格税制による課税を受けるリスクを回避する手段

として、事前確認制度(APA)を利用することも有用です。日

中 2 国間における事前確認も可能であり、日中税務当局

間で相互協議を行った結果合意に達すれば、移転価格調

査及び課税を回避できる可能性が高まります(弁法 46

条)。もっとも、日中税務当局間でどこまで合意ができるか

不透明なところがあります。 

 

(4) 事後的救済手段の活用 

 既に移転価格税制の適用を受けることとなった場合、企

業は、行政再審査を請求するか又は人民法院に対して行

政訴訟を提起することが可能です(税収徴収管理法 8 条)。

また、二重課税を解消するためには相互協議の手続を利

用することが可能です(日中租税条約 25 条)。もっとも、上

記(3)同様、日中税務当局間でどこまで合意ができるか不

透明なところがあります。 

 

9. まとめ 

 

 以上概観して参りましたが、中国税務当局は、今後

益々、移転価格課税の対応を強化していくと予想されま

す。これに対し同時文書の準備、重点調査対象とすべき企

業に当たらないよう努力すること等の対応策を挙げること

ができ、いかに移転価格税制の適用を受ける可能性を減

少させられるかが課題となります。 

以 上 

 

                                                 
１
  ただし、弁法 30 条が｢実際の税負担が同等である中国国内関連

者間の取引に対しては、直接又は間接的に国家全体の税収の減

少を招かない限り、原則として移転価格調査及び調整を行わな

い。｣としており、中国企業間の取引への適用は限定されていま

す。 
２
  なお、平成 23 年度税制改正大綱では、｢現行の独立企業間価格

の算定方法の適用優先順位を廃止し、独立企業間価格を算定す

るために最適な方法を事案に応じて選択する仕組みに改正しま

す。｣とされており、基本三法の優先適用関係は廃止されることが

予定されています。 
３
  なお、①年間の関連者仕入及び販売額が 2 億元以下であり、か

つ、その他の関連者取引金額が 4 千万元以下の企業、②関連者

取引が事前確認対象である企業、③外資持分が 50%未満であり、

かつ、中国国内関連者とのみ関連者取引を行っている企業につい

ては同時文書の準備が免除されます(弁法 15 条)。 
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